
★ＤＢ３：振興に
関する主な法律

指定区分 関連機関 名前 期間（西暦） 内容 対象 予算額、補助率等
補助金等の交付の流
れ

関連している法律・政策
等

備考 出典

過疎地域
総務省、農林
水産省、国土
交通省

過疎地域自立促進特
別措置法

2000-

◆目的：人口の著しい減少に伴って地域社会における
活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の
地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ
計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ず
ることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住
民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美し
く風格ある国土の形成に寄与すること。
◆過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき以下の
事項に関して過疎地域自立促進市町村計画を定める。
①地域の自立促進の基本的方針　②農林水産業、商工
業その他の産業の振興及び観光の開発　③交通通信
体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促
進　④生活環境の整備　⑤高齢者等の保健及び福祉の
向上及び増進　⑥医療の確保　⑦教育の振興　⑧地域
文化の振興等　⑨集落の整備　⑩その他市町村が必要

対象地域：◆人口要件：次のいず
れかの要件に該当する市町村
①35年間（昭35～平7）人口減少
率が0.3以上　②35年間人口減少
率が0.25以上で高齢者人口率（平
7）が0.24以上　③35年間人口減
少率が0.25以上で15歳以上30歳
未満の人口率が0.15以下（ただし
①②③の場合、昭45～平7の25年
間で10%以上人口が増加している
市町村は除く。）④25年間（昭45
～平7）人口減少率が0.19以上
◆財政力要件：財政力指数が
0.42以下

過疎地域市町村に対する施策：◆過疎自立促
進法に基づくもの ：①国庫補助率のかさ上げ
②過疎対策事業債の発行　③都道府県代行制
度　④行政上の特別措置　⑤金融措置　⑥税
制措置　⑦地方税の課税免除・不均一課税に
伴う地方交付税の減収補てん措置
◆他の法令、予算措置等に基づくもの：小中学
校危険建物改築等の国庫補助率のかさ上げ、
過疎地域集落再編整備事業等の過疎地域で
あることを採択要件としている事業、 下水道事
業等の採択基準の緩和、 特別土地保有税の
非課税措置、 日本政策投資銀行、ふるさと財
団等の融資制度

◆系譜：
・昭45.過疎地域対策緊急措
置法（廃）
・昭55.過疎地域振興特別措
置法（廃）
・平2.過疎地域活性化特別
措置法（廃）

総務省ＨＰ
http://law.e-
gov.go.jp/htmldata/H12/
H12HO015.html

辺地 総務省

辺地に係る公共的施
設の総合整備のため
の財政上の特別措置
等に関する法律

1962-

◆目的：辺地を包括する市町村について、当分の間、当
該辺地に係る公共的施設の総合的、かつ、計画的な整
備を促進するために必要な財政上の特別措置等を定
め、辺地とその他の地域との間における住民の生活文
化水準の著しい格差の是正を図ること。
◆当該市町村は、 議会の議決を経て当該辺地に係る公
共的施設の総合整備計画を策定し，これを総務大臣に
提出する(あらかじめ県知事と協議）。①整備を必要とす
る辺地の事情　②整備しようとする公共的施設　③整備
の方法　④整備に要する経費とその財源内訳（公共施
設：①電灯用電気供給施設②道路及び渡船施設③小学
校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の児童
又は生徒の通学を容易にするための自動車、渡船施設
又は寄宿舎④診療施設⑤飲用水供給施設⑥前各号に

対象地域：交通条件及び自然的、
経済的、文化的諸条件に恵まれ
ず、他の地域に比較して住民の
生活文化水準が著しく低い山間
地、離島その他のへんぴな地域
で、住民の数その他について政
令で定める要件に該当しているも
の（地域の中心を含む５平方ｋｍ
以内の面積の中に50人以上の人
口を有し，かつ辺地度点数が100
点以上であって公共的施設を整
備することが特に緊要な地域、
等）。

市町村が策定する辺地の「総合整備計画」に基
づいて実施する公共的施設整備について辺地
対策事業債（充当率：１００％、元利償還金の８
０％が交付税算入される）を財源とすることがで
きます。

◆法令データシステム
http://law.e-
gov.go.jp/cgi-
bin/strsearch.cgi
◆国土交通省ＨＰ
http://law.e-
gov.go.jp/htmldata/S37/
S37HO088.html

特殊土じょう地
帯

総務省、農林
水産省、国土
交通省

特殊土じょう地帯災
害防除及び振興臨時
措置法

1952-

◆目的：特殊土壌地帯に対し､適切な災害防除と農地改
良対策を樹立し､これに基づく事業を実施することによっ
て､その保全と農業生産力の向上を図る｡
◆特殊土壌地帯における災害防除及び農地改良に関
する事業計画を国土交通大臣､総務大臣及び農林水産
大臣が定め､国､地方公共団体が事業を実施 。①災害
防除（治山事業､河川改修事業､砂防事業等 ）　②農地
改良（かんがい排水事業､畑作振興事業等 ）
  

対象地域：しばしば台風の来襲を
受け､雨量が極めて多く､かつ特
殊土壌(シラス等特殊な火山噴出
物等)に覆われているために､災
害が発生しやすく農業生産力が
低い地帯を国土交通大臣､総務
大臣及び農林水産大臣が特殊土
壌地帯として指定｡

事業計画に基づく事業については､｢後進地域
開発特例法｣が適用され､県の財政力に応じ国
庫負担率を引上げ 。

◆沿革：昭和27年4月25日に
時限法として議員立法で成
立｡以降10回の期限延長を
経て､現行法の期限平成19
年3月31日｡

◆国土交通省都市・地域
整備局ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/crd
/chisei/g8_3.html
◆宝庫
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM

農村地域

農林水産省、
経済産業省、
厚生労働省、
国土交通省

農村地域工業導入促
進法

1971-

◆目的：農村地域への工業等の導入を積極的かつ計画
的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力
に従つてその導入される工業等に就業することを促進す
るための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まつて農
業構造の改善を促進するための措置を講ずることによ
り、農業と工業等との均衡ある発展を図るとともに、雇用
構造の高度化に資すること。
◆農林水産大臣が基本方針を定めて、都道府県知事が
基本計画を定め、都道府県又は市町村が実施計画を定
める。①工業等導入地区の区域　②導入すべき工業等
の業種及びその規模　③導入される工業等への農業従
事者の就業の目標　④工業等の導入と相まつて促進す
べき農業構造の改善に関する目標　⑤工業等の導入に
伴う工場用地等と農用地等との利用の調整　⑥工場用
地等、共同流通業務施設その他の施設の整償　⑦労働
力の需給の調蟄及び農業従事者の工業等への就業の
円滑化　⑧工業等の導入と相まつて農業構造の改善を
促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発

対象地域：農業振興地域、振興山
村、過疎地域のいずれかを含む
市町村。ただし大都市及びその周
辺の地域で政令で定めるもの並
びにその人口が政令で定める規
模以上である市の区域のうち、政
令で定める要件に該当するもの
は除外。

◆農村地域に対する施策：①税制上の措置（農
用地等を譲渡した場合の所得税・住民税の軽
減、事業用資産を買換えた場合の課税の特
例、減価償却の特例事業税・不動産取得税・固
定資産税の課税免除又は不均一課税及びこれ
に伴う減収分の交付税措置、特別土地保有税
の非課税
②金融上の措置（日本政策投資銀行、中小企
業金融公庫の融資、農林中央金庫の融資、地
方債についての配慮）
③その他の措置（産業関連施設の整備、職業
紹介の充実及び職業訓練の実施、農業生産基
盤の整備、農地転用等についての配慮）

◆宝庫
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM
http://law.e-
gov.go.jp/htmldata/S46/
S46HO112.html

振興山村地域 山村振興法 1965-

◆目的：国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全
等に重要な役割を担つている山村が産業基盤及び生活
環境の整備等について他の地域に比較して低位にある
実情にかんがみ、必要な措置を講ずることにより、山村
における経済力の培養と住民の福祉の向上を図る。
◆都道府県は、以下の事項に基づき山村振興基本方針
を定める。①振興山村の振興の意義及び方向　②農業
経営及び林業経営の近代化、観光の開発等産業の振
興のための施策　③医療の確保、生活改善及び労働条
件の改善のための施策　④施設の整備、農用地の造成
及び集落の整備
◆振興山村の指定があつた市町村は山村振興基本方
針に基づき、政令で定めるところにより、山村振興計画

対象地域：1960年農林業センサス
に基づく林業調査の結果による当
該旧市町村の区域に係る林野率
が75%以上且つ人口密度が1.16人
／ha未満 であり､当該旧市町村
の公共施設等の整備が十分に行
われていないため､当該旧市町村
の区域における経済力の培養及
び住民の福祉の向上が阻害され
ていること｡　(旧市町村単位で指
定)

 主な支援措置：①基幹道路の都道府県代行制
度(後進地域の特例あり)(農林水産省･林野庁･
国土交通省)
②特別対策事業の実施 〔元気な地域づくり交
付金 ：中山間地域等の振興(ハード)(農林水産
省) 〕
 ③国庫補助率(交付率)の嵩上げ 〔公立小学校
危険校舎等の改築1／3⇒5.5／10(文部科学
省) 〕〔林野火災対策用施設整備1／3⇒5.5／
10(消防庁) 〕
 ④税制措置等（森林･農用地の保全事業を実
施する認定法人に対する法人税､地方税の不
均一課税等）

沿革：昭和40年5月11日に時
限法として議員立法で成立｡
以降4回の期限延長を経て､
現行法の期限は平成27年3
月31日｡

◆国土交通省ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/crd
/chisei/g8_2.html
◆宝庫
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM



離島振興対策
実施地域

総務省、農林
水産省、国土
交通省

離島振興法 1953-

◆目的　：我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海
洋資源の利用、自然環境の保全等に重要な役割を担っ
ている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等
が他の地域に比較して低位にある状況を改善するととも
に、離島の地理的及び自然的特性を生かした振興を図
るため、離島の自立的発展を促進し、島民の生活の安
定及び福祉の向上を図ること。
◆離島振興対策実施地域の指定があった都道府県は、
離島振興法に基づき以下の事項に関して離島振興計画
を定める。①離島の振興の基本的方針　②本土と離島
及び離島と離島並びに離島内の交通通信を確保するた
めの航路、航空路、港湾、空港、道路等の交通施設及
び通信施設の整備その他の必要な措置　③農林水産
業、商工業等の産業の振興及び資源開発を促進するた
めの漁港、林道、農地、電力施設等の整備その他の必
要な措置　④生活環境の整備　⑤医療の確保等　⑥高
齢者の福祉その他の福祉の増進　⑦教育及び文化の
振興 ⑧観光の開発　⑨国内及び国外の地域との交流
の促進　⑩水害、風害その他の災害を防除するために

対象地域：◆外海離島 ①外海に
面する島（群島、列島、諸島を含
む）②本土との間の交通が不安
定　③島民の生活が強く本土に依
存している　④本土との最短航路
距離がおおむね５粁以上 ⑤人口
おおむね１００人以上、等
◆内海離島①本土との最短航路
距離がおおむね１０粁以上 ②定
期航路の寄港回数が１日おおむ
ね３回以下 ③人口おおむね１００
人以上、等
◆離島一部地域①本土との最短
航路距離が外海の島しょにおい
てはおおむね５粁以上、内海の島
しょにおいてはおおむね１０粁以
上 ②定期航路の寄港回数が１日
おおむね３回以下 ③主要定期乗
合自動車の運航回数が１日おお

離島振興対策実施地域に対する施策：◆離島
振興法に基づく優遇措置　①経費の計上　②
国の負担又は補助率の特例等　③地方債につ
いての特別配慮　④金融措置　⑤行政上の特
別措置　⑥税制措置
◆他の優遇措置：採択基準の緩和、離島地域
を対象地域とする事業、辺地総合整備計画策
定に係わる辺地土点数の加算、金利の引き下
げ、事業用資産の買換の課税特例　、減価償
却の特例、特別土地保有税の非課税措置
  

◆国土交通省都市・地域
整備局　離島振興課ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/crd
/chirit/houkaisei.htm
◆北海道ＨＰ
http://www.pref.hokkaido
.lg.jp/NR/rdonlyres/26D0
2D9B-6B6A-4515-
8E6D-
B7B69D7C15DA/0/ritog
aiyo.pdf

半島振興対策
実施地域

国土交通省、
総務省、農林
水産省

半島振興法 1985-

◆目的：三方を海に囲まれ、平地に恵まれず、水資源が
乏しい等国土資源の利用の面における制約から産業基
盤及び生活環境の整備等について他の地域に比較して
低位にある半島地域について、広域的かつ総合的な対
策を実施するために必要な特別の措置を講ずることによ
り、これらの地域の振興を図り、半島地域の自立的発展
及び地域住民の生活の向上並びに同士の均衡ある発
展に資すること。
◆都道府県知事は、以下の事項に基づき半島振興計画
を作成する。①振興の基本的方針　②基幹的な道路、
港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備　③農林
水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発
④水資源の開発及び利用　⑤生活環境の整備　⑥高齢
者の福祉その他の福祉の増進　⑦教育及び文化の振
興　⑧国内及び国外の地域との交流の促進　⑨水害、
風害、地震災害その他の災害を防除するために必要な

対象地域：①2以上の市町村の区
域からなり、一定の社会的経済的
規模を有する地域。②高速自動
車国道、空港等の高速輸送に係
る施設その他の公共的施設の整
備について他の地域に比較して
低位にある地域。③産業の開発
の程度が低く、雇用の増大を図る
ため企業の立地の促進等の措置
を講ずる必要がある地域。

◆支援措置等：①国、地方公共団体等による
半島振興計画に基づく事業の円滑な実施、国
による財政金融上の措置。②地方債の起債に
関する特例。③国による半島循環道路等の整
備促進のための配慮。④基幹的市町村道等の
都道府県による代行整備。⑤金融上の支援。
⑥国の租税特例措置法による税務上の特例。
⑦地方公共団体が、事業税、不動産取得税、
固定資産税に基づき不均一課税をした場合の
減収補填措置。
◆配慮規定：①小型航空機用飛行場の整備。
②情報の円滑化及び通信体系の整備。③農林
水産業の振興。④高齢者福祉の増進。⑤地域
文化の振興。⑥地域間交流の促進。

◆宝庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM
◆国土交通省ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/crd
/hanto/schem.pdf

農業振興地域 農林水産省
農業振興地域の整備
に関する法律

1969-

◆目的：自然的経済的社会的諸条件を考慮して総合的
に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域
についてその地域の整備に関し必要な施策を計画的に
推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な
発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与す
る。
◆都道府県知事が農業振興地域整備基本方針を策定
するとともに農業振興地域を指定し、これに基づき市町
村が以下の項目について農業振興地域整備計画を策
定する。①農用地利用計画　②農業生産基盤の整備及
び開発　③農用地等の保全　④農業経営規模の拡大及
び農用地等の農業上の効率的・総合的な利用の促進
⑤農業近代化施設の整備　⑥農業を担うべき者の育成
及び確保のための施設の整備　⑦農業従事者の安定的

◆農用地区域：各市町村の農業
振興地域整備計画の農用地利用
計画において定められた，今後と
も相当長期にわたって農業上の
利用を確保すべき土地の区域（農
地、採草放牧地、混木林地、土地
改良施設用地、農業用施設用
地）。農用地区域内の土地は原則
として農業以外の目的での利用
はできない（農用地区域内での開
発行為の制限）。

◆国の直轄、補助事業及び融資事業による農
業生産基盤整備事業等については、原則とし
て農用地区域を対象として行われる。
◆農用地区域内の土地については、その保全
と有効利用を図るため、農地転用の制限、開発
行為の制限等の措置がとられる。

◆宝庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S44/058.HTM
◆農林水産省ＨＰ
http://www.maff.go.jp/no
uson/seisaku/home/nou
sinhan/chiikiseido/page0
01.htm

豪雪地帯
国土交通省、
総務省、農林
水産省

豪雪地帯対策特別措
置法

1962-

◆目的：積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が
停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されて
いる地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条
件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を
推進することにより、当該地域における産業の振興と民
生の安定向上に寄与する。
◆地域の特性に応じた豪雪地帯対策を推進するため、
豪雪地帯に係る道府県知事は、関係市町村長の意見を
聴いて、以下の項目について道府県豪雪地帯対策基本
計画を定める。①豪雪地帯の振興に関する基本的な事
項。②交通及び通信の確保。③農林業、商工業その他
の産業の振興。④生活環境施設の整備。⑤国土保全施
設の設備。⑥雪害の防除等に関する調査研究及び降積
雪に係る情報の収集等の体制の整備。⑦除排雪につい
ての住民の協力体制の整備及び地域の特性を生かした

◆豪雪地帯：昭和37年の積雪の
終期までの30年以上の累年平均
積雪量算値が5000cm日以上の
地域がある都道府県または市町
村
◆特別豪雪地帯：①積雪の度の
条件②生活の支障の要件（自動
車交通の途絶、医療・義務教育・
郵便物集配の確保の困難性、財
政力、集落の分散度）

◆支援措置等：①財政上の措置。②地方債へ
の配慮。③資金の確保等。④快適で魅力ある
地域社会の形成。⑤工事の早期着手への配
慮。⑥克雪住宅の普及促進。⑦豪雪地帯に即
した産業の育成。⑧総合的な雪情報システム
の構築。⑨国土交通省が指定する基幹的市町
村道の道府県代行制度。⑩公立小・中学校等
の分校の校舎等の補助率のかさ上げ

◆国土交通省ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/crd
/chisei/image/g4_1_3.pdf
◆宝庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM

中山間地域
食料・農業・農村基本
法（第35条　「中山間
地域等の振興」）

1999-

（中山間地域等の振興）
第三十五条　国は、山間地及びその周辺の地域その他
の地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利
な地域（以下「中山間地域等」という。）において、その地
域の特性に応じて、新規の作物の導入、地域特産物の
生産及び販売等を通じた農業その他の産業の振興によ
る就業機会の増大、生活環境の整備による定住の促進
その他必要な施策を講ずるものとする。
２　国は、中山間地域等においては、適切な農業生産活
動が継続的に行われるよう農業の生産条件に関する不
利を補正するための支援を行うこと等により、多面的機
能の確保を特に図るための施策を講ずるものとする。

◆中山間地域等総合振
興対策（2000-）
◆中山間地域直接支払
制度（2000-）
中山間地域総合整備事
業
山村振興等農林漁業対
策特別事業
中山間モデル地域構築
推進事業
特定農山村総合支援事
業

◆農業基本法（1961-）の廃
止

◆農林水産省ＨＰ
http://www.maff.go.jp/so
shiki/kambou/kikaku/Ne
wBLaw/newkihon.html



以上において政令で定める数量

経済産業省 臨時石炭鉱害復旧法 1952-

◆目的：国土の有効な利用及び保全並びに民生の安定
を図り、あわせて石炭鉱業及び亜炭鉱業の健全な発達
に資するため、鉱害を計画的に復旧する。
◆経済産業大臣は鉱害復旧長期計画を定め、新エネル
ギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は毎事業年度、
復旧工事に着手すべき地区として選定し復旧基本計画
を作成する。
◆賠償義務者の納付金
◆受益者の負担

◆対象地域：石炭鉱業又は亜炭
鉱業による鉱害が発生している地
域。ＮＥＤＯによって選定される。

◆支援措置等：鉱害が生じている土地物件に
たいして復旧工事を行う。国は、鉱害復旧長期
計画の達成を図るため必要な措置を講ずる。

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S27/295.HTM

経済産業省、
厚生労働省

石炭鉱業構造調整臨
時措置法

1955-2000

◆目的：石炭鉱業の合理化及び安定のための措置を講
ずるとともに、石炭会社等の事業の新分野の開拓を促
進するための措置を講ずることにより、エネルギー事情
その他内外の経済事情に応じた石炭鉱業の構造調整
の円滑な推進を図り、もつて国民経済の健全な発展に
寄与すること。
◆経済産業大臣は石炭鉱業構造調整基本計画を定め、
それに基づき以下の項目について毎年石炭鉱業合理化
実施計画を定める。①石炭鉱業の合理化の目標。②石
炭の生産数量。③石炭の適正な供給の確保に資する措
置。④石炭坑の近代化。⑤石炭鉱山整理促進交付金及
び石炭鉱山規模縮小交付金の交付に係る採掘権又は
租鉱権の基準その他石炭鉱業の整備。⑥その他石炭鉱
業の合理化に関する重要事項。
◆厚生労働大臣は⑤の実施に伴い離職を余儀なくされ

◆政府は、石炭鉱業合理化実施計画に定める
石炭鉱業の合理化のため実施すべき工事に必
要な資金の確保に努める。
◆石炭会社は、新分野開拓計画を作成し経済
産業大臣の承認を受けることができる。

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S30/156.HTM

産炭地域 経済産業省
産炭地域振興臨時措
置法

1961-2001

◆目的：産炭地域における鉱工業等の急速かつ計画的
な発展と石炭需要の安定的拡大を図る。
◆経済産業大臣が産炭地域振興基本計画を定め、道県
知事はこれに基づき以下の事項について産炭地域振興
実施計画を作成。①当該地域における鉱工業等の振興
に関する基本方針。②当該地域において振興すべき鉱
工業等。③当該地域における石炭の需要の拡大。④当
該地域における鉱工業等の振興による雇用の拡大。⑤
当該地域における石炭鉱業に従事する労働者の職業の
転換。⑥その他当該地域における鉱工業等の振興に関
する重要事項

◆対象地域：産炭地域（石炭鉱業
の不況による疲弊の著しい石炭
産出地域及びこれに隣接する地
域のうち当該石炭産出地域にお
ける鉱工業等の振興と密接な関
連を有する地域であつて、政令で
定めるもの。）

◆支援措置等：①地方税の課税免除又は不均
一課税に伴う措置。②施設の整備等。③地方
債の起債に対する特別な配慮、道県に対する
公共事業起債に係る利子補給。④市町村が行
う公共事業に係る国庫補助率の引上げ措置。
⑤財政上の特例措置。⑥鉱工業等を営む者に
対する技術的助言、資金の確保等の援助。⑦
新エネルギー・産業技術総合開発機構の有す
る鉱業施設の譲渡等についての優先 。

産炭地域活性化事業・新産
業創造等事業（平成４年度
に産炭地域活性化事業費補
助金制度を創設し、福岡県、
長崎県及び熊本県に対し補
助金を交付し、この補助金
により産炭地域の振興を行
うために設立された中核的
事業主体に産炭地域活性化
基金が造成されました。
　中核的事業主体では、こ
の活性化基金により、企業
誘致事業や広報・啓蒙・イベ
ント事業等の地域活性化事
業に支援を行っていいます。
　さらに、産炭地域振興臨時
措置法失効後の産炭地域
の自立的な新たな産業の創
造に資するため、産炭地域
新産業創造等事業費補助
金を創設し、平成12～13年
度に福岡県、長崎県及び熊
本県に対し、補助金を交付
しました。
　この補助金により各中核
的事業主体では新産業創造
等基金を造成し、平成14年
度から新産業創造等事業を

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S36/219.HTM
◆九州経済産業局ＨＰ
http://www.kyushu.meti.
go.jp/seisaku/tiiki/santa
n/santan/rinjisochihou.ht
m

経済産業省
石炭鉱業経理規制臨
時措置法

1963-

◆目的：石炭鉱業の構造調整に資するため、石炭鉱業
を営む会社の経理の適正化を図る。
◆利益金の処分
◆指定会社は事業計画及び資金計画を経済産業大臣
に届出する。

◆指定会社：経済産業大臣は石
炭鉱業を営む会社が次の各号に
該当するときは、その会社を指定
する。①石炭鉱業合理化事業団
から借り入れた資金の借入残高
があり、かつ、その借入残高又は
その借入残高と日本政策投資銀
行から借り入れた石炭鉱業に関
する資金の借入残高との合計額
が５億円以上において政令で定
める額をこえている。②前１年間
に掘採した石炭の数量が15万トン

◆罰則（20万円以下）：①第４条（事業計画及び
資金計画の届出）の規定による届出をせず、又
は虚偽の届出をした者
②前条第１項の規定による報告をせず、若しく
は虚偽の報告をし、又は同項の規定による検
査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

行なっています。

◆昭和38・７・15・法律１４５
号
◆改正平成４・３・31・法律
２３号
◆改正平成11・６・11・法律
７３号
◆改正平成11・12・22・法律
１６０号
◆廃止平成12・３・31・法律
１６号

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM



坑内員期間とを合算した期間が3

経済産業省
石炭鉱害賠償等臨時
措置法

1963-2000

◆目的：石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害について、鉱
害の賠償を担保するための積立金利度及び鉱害の賠
償に関する紛争を解決するための裁定制度を設けると
ともに、新エネルギー・産業技術総合開発機構に鉱害の
賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画的な復旧を図るた
めの業務を行わせることにより、被害者等の保護並びに
国土の有効な利用及び保全を図り、あわせて石炭鉱業
及び亜炭鉱業の健全な発達に資すること。
◆鉱害賠償の担保の積立て等：鉱業権者又は租鉱権者
は、毎年度、鉱害賠償積立金の積立てをしなければなら
ない。
◆被害者の弁済を受ける権利：　鉱害に係る被害者は、
鉱害賠償請求権に関し、鉱害賠償積立金につき、他の
債権者に優先して弁済を受ける権利を有する。
◆鉱害賠償に関する裁定
◆新エネルギー・産業技術総合開発機構の石炭鉱害の
賠償等の業務

◆新エネルギー・産業技術総合開発機構は、
鉱害の賠償等の円滑な実施及び鉱害の計画
的な復旧を図るため、次の業務を行う。①鉱害
の賠償のための担保の管理②鉱害の賠借に
必要な資金の貸付け③鉱害の防止のための措
置に必要な資金の貸付け④復旧法の定めると
ころにより行う次の業務（復旧基本計画の作
成、復旧工事に係る鉱害の賠償義務者の納付
金及び受益者の負担金の徴収、復旧工事の施
行、機構以外の者が施行する復旧工事の復旧
費のうち機構の負担となるものの支払、復旧工
事により設けられたかんがい排水施設の維持
管理費、鉱害に係る農地及び農業用施設に対
する補償金並びに機構以外の者がホの施設の
維持管理をする場合における維持管理費の支
払、復旧の目的としない農地等に係る被害者
に対する支払、復旧不適農地の買入れ）⑤鉱
害の復旧等の事業を行う者に対するその経費
の補助⑥前各号の業務に附帯する業務⑦前各

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S38/097.HTM

通商産業省、
経済産業省

産炭地域における中
小企業者についての
中小企業信用保険に
関する特別措置等に
関する法律

1963-2000

◆趣旨：産炭地域内に事業所を有する中小企業者及び
その従業員に関し、当該事業所の移転等に必要な資金
に係る中小企業信用保険に関する特別措置並びにこれ
らの者の職業及び生活の安定に資するための措置につ
いて定める。

◆産炭地域：石炭鉱業の整備に
よる疲弊の著しい石炭産出地域
及びこれに隣接し、当該整備によ
る影響の著しい地域であつて、政
令で定めるもの。

号に掲げるもののほか、鉱害の賠償等の円滑
◆国は、産炭地域内に事業所を有する中小企
業者であつて当該事業所において事業を継続
することが困難となつたもの及びその従業員に
対して、これらの者の職業及び生活の安定に
資するため、職業訓練の実施、就職のあつせ
んその他の措置を講ずるよう努める。
◆国及び地方公共団体は、産炭地域関係保証

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/01/S38/166.HTM

厚生労働省 石炭鉱業年金基金法 1967-

◆目的：石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な
給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉
の向上に寄与すること。
◆石炭鉱業年金基金は、法人。

◆坑内員：①終身年金（坑内員期
間が20年以上ある者）②加算年
金（終身年金の受給要件を満たし
た者）
◆坑外員：坑外員期間が20年以
上または坑内員期間と坑外員期
間とを合算した期間が20年以上
ある者
◆坑内員脱退：坑内員期間が3年
以上20年未満の坑内員が、閉山
又は合理化によりやむを得ず退
職した時
◆坑外員脱退：坑外員期間又は

が円滑に行なわれるよう努める。

◆年金給付事業：①坑内員老齢年金：終身年
金（55歳から死亡するまで）、加算年金（55歳か
ら5年間）②坑外員老齢年金：55歳未満で退職
した時は55歳から、55歳以上で退職したときは
退職時から65歳を限度として、5年間支給。③
坑内員脱退一時金④坑外員脱退一時金
◆福祉施設（北海道　かもい岳温泉）

◆法庫ＨＰ
http://www.houko.com/0
0/FS_ON.HTM
◆石炭鉱業年金基金
http://www.sekitan-
nenkin.or.jp/


	地域振興に関する法律

